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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遮断すべき機器を保持する領域を画定する半導体検査装置用ハウジングを有する環境ノ
イズ遮蔽装置であって、少なくとも１つの冷却素子、例えば圧縮機冷却素子、ペルチェ素
子又は冷却用ミアンダ状サーキットが前記領域内に配置され、
　前記冷却素子は、前記ハウジングの外に配置されかつ該ハウジングから本質的に分離さ
れた少なくとも１つの供給装置に接続され、該供給装置は、可撓性管路及び／又はケーブ
ルによって前記冷却素子に接続され、
　前記ハウジングの壁は複合材から成る多層から形成され、該ハウジングの壁は、断熱層
を有するとともに、隣接キャビティ内に減音マットを有し、
　前記冷却素子は、前記ハウジング内で、３０ｄＢ未満の音レベルを生成し、また該冷却
素子は、ハウジングの内壁及び／又は蓋の１つ又は複数の地点に取付けられる、
　環境ノイズ遮断装置。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの冷却素子は、前記ハウジングの壁及び／又は蓋内にまとめて組み
入れられる、請求項１に記載の環境ノイズ遮蔽装置。
【請求項３】
　特に前記冷却素子のための供給装置を調整するように設計される少なくとも１つの温度
センサが、前記領域内に配置される、請求項１に記載の環境ノイズ遮蔽装置。
【請求項４】
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　前記少なくとも１つの温度センサは前記領域の外に配置される、請求項１に記載の環境
ノイズ遮蔽装置。
【請求項５】
　少なくとも１つの開口フラップを有する、請求項１に記載の環境ノイズ遮蔽装置。
【請求項６】
　前記開口フラップは、自動的に動作することができる、請求項５に記載の環境ノイズ遮
蔽装置。
【請求項７】
　前記領域は、本質的に流体密であるように閉鎖されることができる、請求項１に記載の
環境ノイズ遮蔽装置。
【請求項８】
　前記領域は、０．２～７ｍ３のサイズを有する、請求項１に記載の環境ノイズ遮蔽装置
。
【請求項９】
　前記ハウジングの壁に対してほぼ直角にわたる入射角で、且つ、５００Ｈｚの周波数で
の、外部から内部への減音は、５ｄＢより上である、請求項１に記載の環境ノイズ遮蔽装
置。
【請求項１０】
　請求項１に記載の少なくとも１つの環境ノイズ遮蔽装置を備える、防振システム。
【請求項１１】
　防振を与えるように取り付けられるプレートを有し、前記環境ノイズ遮蔽装置が該プレ
ートに配置される、請求項１０に記載の防振システム。
【請求項１２】
　環境音から機器を遮蔽する方法であって、
　半導体検査装置を備えることと、
　遮蔽すべき前記半導体検査装置がハウジング内に導入されることと、
　前記ハウジングが閉鎖されることと、
　前記ハウジング内に配置される冷却素子、例えば圧縮機冷却素子、ペルチェ素子又は冷
却用ミアンダ状サーキットが、該ハウジング内に配置されるセンサによって調整されるこ
とと
を含み、
　前記冷却素子は、前記ハウジングの外に配置されかつ該ハウジングから本質的に分離さ
れた少なくとも１つの供給装置に接続され、該供給装置は、可撓性管路及び／又はケーブ
ルによって前記冷却素子に接続され、
　前記ハウジングの壁は複合材から成る多層から形成され、該ハウジングの壁は、断熱層
を有するとともに、隣接キャビティ内に減音マットを有し、
　前記冷却素子は、前記ハウジング内で、３０ｄＢ未満の音レベルを生成し、また該冷却
素子は、ハウジングの内壁及び／又は蓋の１つ又は複数の地点に取付けられる、
　環境音から機器を遮蔽する方法。
【請求項１３】
　前記ハウジング内の温度及び該ハウジングの外の温度がどちらも測定され、前記冷却素
子を調整することによって、前記ハウジング内の温度は前記ハウジングの外の温度に本質
的に合わされる、請求項１２に記載の環境音から機器を遮蔽する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　［発明の詳細な説明］
　本発明は、環境ノイズ遮蔽装置に関し、また、環境ノイズから機器を遮蔽する方法に関
する。
【背景技術】
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【０００２】
　　［発明の背景］
　　［発明が解決しようとする課題］
　高感度な機器を遮音する装置は実用から知られている。特に半導体産業における高感度
な検査機を遮蔽するのにいわゆる遮音壁（acoustic shrouds）が用いられている。
【０００３】
　このような減音（sound attenuation：消音）をもたらすハウジングは同時に、概して
断熱ももたらす。特に、ハウジング内に熱損失を生じる機器が組み込まれる場合、著しい
温度上昇がハウジングの内部に生じるであろう。
【０００４】
　多くの場合、このような温度上昇は望ましくない。特に、半導体産業における検査機器
を遮断する（isolate）ためにハウジングを用いる場合、例えば、遮音壁の内部に導入さ
れるウエーハが温度変動を受けないことを確実にするために、遮音壁（sound protection
 shrouds：防音壁）の内部は外部領域とほぼ同じ温度であることが望ましい。
【０００５】
　実際に、ファンにより、かかる遮音壁の熱を下げる試みがなされてきた。
【０００６】
　これらのようなファンは、特に減音するように適合されてはいても、依然として音に対
し開口（aperture opening）が生じるため、ハウジングの遮音効果が減るという不都合点
を有する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　これとは対照的に、本発明は、高感度な機器を環境ノイズから保護する装置であって、
従来技術に伴う上述の不都合点が低減した、高感度な機器を環境ノイズから保護する装置
を提供するという目的に基づいている。
【０００８】
　本発明の特定の一目的は、防音効果を高める装置を提供することである。
【０００９】
　本発明のさらなる目的は、防音装置であって、内部温度を外部温度と同じレベルに保つ
ことができる、防音装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　　［課題を解決するための手段］
　　［発明の概要］
　本発明の目的は、いくつかの独立請求項の一項に記載の、環境ノイズ遮蔽装置によって
、また、機器を環境音から遮蔽する方法によって達成される。
【００１１】
　本発明の好適な実施形態及び発展は、個々の従属請求項において見い出すことができる
。
【００１２】
　本発明によれば、遮断すべき機器を保持する領域を画定するハウジングを有する環境ノ
イズ遮蔽装置が提供される。
【００１３】
　環境ノイズ遮蔽装置という表現は、遮断すべき機器をその内部に配置することができる
と共に、ノイズ量が当該装置のハウジングにより減る、すなわち、遮断すべき機器を保持
する領域の音レベルが周囲領域におけるよりも低くなる装置を意味する。
【００１４】
　本発明によれば、少なくとも１つの冷却素子が上記領域内に配置される。冷却素子は、
遮断すべき機器を保持する領域を冷却することができる任意の装置である。
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【００１５】
　　［発明を実施するための好適な形態］
　本発明の好適な一実施の形態では、冷却素子は、機器の外に配置される少なくとも１つ
の供給装置に連結される。供給装置は好ましくは、ハウジングから本質的に分離され、す
なわち、供給装置の振動は遮断すべき機器のハウジングに伝達されない。
【００１６】
　冷却のために、例えば圧縮機冷却素子、ペルチェ素子、又は冷却用ミアンダ状サーキッ
ト（cooling meander circuits）を用いることができ、これらは、ハウジングの内壁の１
つ又は複数の地点に取り付けられるか、又は壁又は蓋の一部分としてもよい。
【００１７】
　冷却素子の選択は、本例では主として冷却パワーの要件によって決まる。特に半導体産
業における検査機器からの熱損失は非常に低い場合が多いため、流体、特に水により熱が
消散するペルチェ素子又は冷却用ミアンダ状サーキットが多くの用途に十分である。また
、冷却パワーがより大きい用途には冷媒圧縮機を用いることができる。
【００１８】
　本例での、本発明の特定の一実施の形態の場合に設けられるような可撓性管路は、供給
装置の振動、特に冷却圧縮機の振動が、環境ノイズ遮蔽装置のハウジングに全く伝わらな
いか、又はほんのわずかしか伝わらないことを確実にする。
【００１９】
　環境ノイズ遮蔽装置のハウジングの冷却素子は好ましくは、３０ｄＢ未満、好ましくは
２０ｄＢ未満、特に好ましくは１５ｄＢ未満の音レベルを生成するように設計される。し
たがって、ハウジングの内部にノイズをほとんど生成しない冷却素子が用いられる。
【００２０】
　冷却素子（単数又は複数）は好ましくは、特に冷却素子がハウジングの蓋に本質的に収
容されるように設けられていることにより、ハウジングの壁及び蓋内にまとめて組み入れ
られる。
【００２１】
　本発明の一発展では、温度センサが領域内に配置され、冷媒用の供給装置を調整するよ
うに設計される。ハウジングの内部の温度は、このような温度センサを用いることによっ
て一定に保たれることができる。
【００２２】
　代替的な一実施の形態では、本発明の一発展により提供されるように、さらなる温度セ
ンサが領域の外に配置され、ハウジングの外の温度を測定するのに用いることができる。
したがって、ハウジング内の領域の温度は、外部温度に合わせることができる。環境ノイ
ズ遮蔽装置内に検査すべき高感度な機器又はコンポーネントを閉じ込めた場合の温度変動
が、大幅に回避される。
【００２３】
　本発明の一発展では、環境ノイズ遮蔽装置は、少なくとも１つの開口フラップを有し、
この開口フラップは、本発明の好適な一実施形態に設けられるように自動的に動作するこ
とができる。例えば、環境ノイズ遮蔽装置は自動搬送システム内に一体化することができ
、自動搬送システム内では、例えば、検査すべきサンプルが、自動装置により環境ノイズ
遮蔽装置のハウジングに移動される。
【００２４】
　環境ノイズ遮蔽装置内の領域は好ましくは、ほぼ気密であるように閉鎖されることがで
きる。これにより、遮音（sound-isolating）効果が増し、より正確な温度調整が可能と
なる。
【００２５】
　この領域は０．２～７ｍ３、特に好ましくは０．５～１．５ｍ３のスペースを占めるこ
とが好ましい。
【００２６】
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　本発明により、環境ノイズ遮蔽装置であって、５００Ｈｚの周波数で、且つ、ハウジン
グの壁に対してほぼ直角にわたる入射角で、５ｄＢ以上、好ましくは１０ｄＢ以上、特に
好ましくは４０ｄＢ以上の減音を有する、環境ノイズ遮蔽装置を提供することができる。
【００２７】
　２５０Ｈｚの周波数での減音は、３ｄＢ以上、好ましくは８ｄＢ以上、特に好ましくは
３０ｄＢ以上である。
【００２８】
　１００Ｈｚの周波数での減音は、１５ｄＢ以上、好ましくは３０ｄＢ以上、特に好まし
くは５０ｄＢ以上である。
【００２９】
　本発明はまた、本発明による環境ノイズ遮蔽装置を有する防振（vibration isolation:
遮音）システムに関する。
【００３０】
　環境ノイズ遮蔽装置は、本例では、好ましくは、防振形態で取り付けられ、特に、環境
ノイズ遮蔽装置が防振プレートに配置されるように設けられる。
【００３１】
　本発明はまた、機器を環境音から遮蔽する方法であって、遮蔽すべき機器がハウジング
に導入され、その後、ハウジングが閉鎖され、ハウジング内に配置されている冷却装置が
、ハウジングに同様に配置されているセンサによって調整される、機器を環境音から遮蔽
する方法に関する。
【００３２】
　本発明の一発展では、ハウジング内の温度は、ハウジングの外に配置されるさらなるセ
ンサにより、ハウジングの外の温度に合わせされる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　　［実施形態］
　本発明は、図１～図６の図面を用いて以下の記載により詳細に説明される。
【００３４】
　環境ノイズ遮蔽装置１の主要な構成要素が、図１を参照しながらより詳細に説明される
。環境ノイズ遮蔽装置１は、遮断すべきハウジング２を有し、ハウジング２は、遮断すべ
き機器４を保持する領域３を画定している。冷却素子５が、環境ノイズ遮蔽装置１の領域
３内に配置され、可撓性供給管路（フレキシブル・サプライ・ライン）７を介して、本例
では冷媒圧縮機の形態の供給装置６に接続されている。
【００３５】
　冷却素子５は、供給装置６を介して冷却され、したがって、遮断すべき機器が配置され
ている領域３を冷却する。
【００３６】
　図２は、環境ノイズ遮蔽装置１の代替的な一実施形態を示し、ここでは、温度センサ８
がハウジング２内に配置されている。温度センサ８は、遮断すべき機器４の付近に位置し
ている。
【００３７】
　温度センサ８は、供給装置６を駆動する制御装置９に接続される。領域３内の温度は、
制御装置９によりほぼ一定に保たれることができる。
【００３８】
　環境ノイズ遮蔽装置のさらなる実施形態は、図３を参照してより詳細に説明される。こ
の実施形態では、環境ノイズ遮蔽装置１のハウジング２は、サンプル搬送装置１０に連結
される。
【００３９】
　サンプル搬送装置１を用いて、サンプル（図示せず）を環境ノイズ遮蔽装置１内の領域
３に自動ドア１１を介して導入し、そのサンプルを遮断すべき機器４に給送することがで
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【００４０】
　センサ８が環境ノイズ遮蔽装置１内の領域３内に配置され、制御装置９に接続される。
【００４１】
　さらなるセンサ１２がハウジング２の外に配置される。外部温度がこのセンサ１２を用
いて測定される。
【００４２】
　制御装置９は、冷却素子５に接続される供給装置を駆動する。制御装置９は、本例では
、環境ノイズ遮蔽装置１の領域３内の温度を外部温度（センサ１２によって測定される）
に合わせるように設計される。
【００４３】
　環境ノイズ遮蔽装置１のさらなる実施形態のハウジング２の主要な構成要素は、図４を
参照しながらより詳細に説明する。ハウジング２はフラップ１３を有し、フラップ１３は
ガススプリング１４によりハウジング２に対して保持される。ハウジング２内の領域３は
、フラップ１３によってほぼ気密になるように閉鎖されることができる。
【００４４】
　図５は、環境ノイズ遮蔽装置１のハウジング２のさらなる図を示す。取り外し可能なハ
ンドル１５がハウジング２に取り付けられ、環境ノイズ遮蔽装置を運ぶのに使用されるこ
とができる。
【００４５】
　さらに、環境ノイズ遮蔽装置１は、例えばフォークリフトトラックにより当該装置を上
昇させるレセプタクル２４を有する。レセプタクル２４はまた、取り外し可能であるよう
に設計される。
【００４６】
　図６は、図５の領域Ａの詳細な図を示す。ハウジングの設計を詳細な図を参照しながら
より詳細に説明する。ハウジング壁は複合材から成る多層から形成される。
【００４７】
　この例示的な実施形態では、壁は外装ラミネートフィルム１６を有し、外装ラミネート
フィルム１６は、チップボード１７の一部に接着接合する。ミネラルウール１８の形態の
断熱材がチップボードの裏側に配置される。
【００４８】
　減音マット１９が、隣接キャビティ内のチップボード２０のさらなる一部に接着接合さ
れる。減音マット１９はスクラップ鋼を充填される。フィルム２１も同様にチップボード
２０の他の一部に接着接合される。壁要素はねじ２３により互いに接続される。本例では
シリコーンシールの形態のシール２２が、ノイズ遮蔽のために個々の壁要素間に配置され
、ハウジングが流体密であることを確実にする。
【００４９】
　本発明は、上記の特徴の組み合わせに制限されず、代わりに、当業者は、相応であれば
、記載された特徴全てを組み合わせることができることは自明である。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】環境ノイズ遮蔽装置の主要な構成要素を概略的に示す図である。
【図２】環境ノイズ遮蔽装置の代替的な実施形態を概略的に示す図である。
【図３】環境ノイズ遮蔽装置のさらなる代替的な実施形態を概略的に示す図である。
【図４】環境ノイズ遮蔽装置のハウジングの説明に関する概略的な図である。
【図５】本発明による環境ノイズ遮蔽装置のさらなる図である。
【図６】図５の領域Ａの詳細な図である。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】
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